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第１  本計画の目的  

町教育委員会では、国及び県教育委員会の「教職員の働き方改革」

の推進に伴い、平成３１年２月に「学校における働き方改革のための

業務改善方針」を策定し、学校が極めて多忙化している現状におい

て、教職員がこれまでの働き方を見直し、日々の生活の質や教職人生

を豊かにすることで自らの人間性や創造性を高めるとともに、子ども

たちと向き合う時間を十分に確保することにより、「歴史と文化の町

にふさわしい質の高い教育」の実現を図るため、具体的な取り組みを

進めてきました。  

本計画は、関連法の改正や取り巻く現状を的確に捉え、桑折町教育

振興基本計画に定めた教育目標「桑折町の１５歳のめざす姿」の実現

に向け、教職員の働き方改革の推進による児童生徒と向き合う時間や

授業改善のための教材研究の時間の確保など、教職員が本来行うべき

業務に集中することができるよう「学校の在り方の変革」を行い、教

職員が主体的に研さんを重ね、やりがいと達成感を持って健康に働く

ことができる持続可能な教育環境を構築するとともに、児童生徒の健

やかな成長と自己実現を図るため、公立の義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第８条に

基づく「業務量管理・健康確保措置実施計画」として策定するもので

す。  

 

第２  本計画の目標  

本計画では、教育職員の勤務時間における業務量の適切な管理を行

い健康と福祉の確保を図ることにより、学校教育水準の維持向上に資

するため、桑折町立学校に勤務する教職員が業務を行う時間の上限に

関する規則（令和３年教育委員会規則第１号）及び福島県教育委員会

が策定した「教職員働き方改革アクションプラン（令和６年度～令和

１１年度）」の目標に準じて、次の４項目を目標に掲げます。  

１．仕事と私生活を両立できていると感じる教職員の割合８０％以

上を目指します。  

２．質の高い授業をするために、授業の準備や自己研さんのための

時間を確保できていると感じる教職員の割合８０％以上を目指し

ます。  

３．全教職員の時間外勤務時間を月４５時間以内かつ年３６０時間

以内にします。  
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４．児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な

増加があった場合でも、時間外勤務時間が月８０時間を超える教

職員をゼロにします。  

 

第３  本計画実施期間  

令和８年度から令和１１年度までの４年間  

※国、県教育委員会の動向や本計画の取組状況を適宜検証して、

必要に応じ見直しを行います。  

 

第４  実施する業務量管理・健康確保措置の内容  

町教育委員会では、本計画期間中の実施事項として、以下の内容に

取り組みます。  

１．「業務の３分類 ⇒ P13 参 照」を踏まえた業務の見直し  

⑴登下校時の通学路における日常的な見守り活動等  

【学校以外が担うべき業務：①関係】  

ア．各地域の実情を踏まえつつ、児童生徒が学校に登校する時間

の見直しを推進する。保護者や交通安全関係団体などによる通

学路の見守り活動を推進します。  

⑵学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）  

【学校以外が担うべき業務：③関係】  

ア．学校徴収金について、歳入歳出予算に組み入れる対象範囲や

徴収手続き等の精査を進め、公会計化への移行に努めます。  

⑶相談体制の充実  

【学校以外が担うべき業務：⑤関係】  

ア．保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等における対応や解

決が困難な事象が生じた場合は、県教育委員会のスクールロイ

ヤー制度の活用等により、町教育委員会が速やかに相談体制を

整えます。  

⑷スクール・サポート・スタッフの活用  

【教師以外が積極的に参画すべき業務：⑥関係】  

【教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務：⑮⑯⑰⑱関係】  
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ア．学習プリントの印刷、学年・学級事務（会計補助、備品管

理、教材・教具準備、軽微な事務連絡・調整、調査集計・回答

書案作成等）などを教員に代わって行うスクール・サポート・

スタッフの効果的な活用事例等を共有することにより、教員が

より児童生徒の指導や教材研究・授業準備等に注力できる体制

の整備を図ります。  

⑸教育・校務のＤＸ推進  

【教師以外が積極的に参画すべき業務：⑥関係】  

【教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務：⑮⑯⑰⑱関係】  

ア．「ふくしまクラウドサービス（ＦＣＳ）」のさらなる活用を図

るとともに、県内すべての公立学校で同一の校務支援システム

により、教職員の業務負担を軽減し、質の高い教育を実現する

ため関係教育団体と連携し、次世代の校務支援システムへスム

ーズな移行を目指しており、町教育委員会においても趣旨に賛

同し、参画を進めていきます。  

イ．生成ＡＩ等の活用を通して、事務処理をいっそう効率化して

いきます。また、ＡＩ活用が教育の質を向上させ、児童生徒の

学習成果を促進するような活動に結びつくよう、適切な活用方

法を検討していきます。  

ウ．町教育委員会は、調査・報告、会議・研修等の精選や実施・

提出方法のオンライン化等による効率化を進めています。そこ

で、町教育委員会と学校間の文書のやりとりも、定めのある場

合を除き、電子データによるやりとりを基本とし、調査等への

回答にあたっても指定する場合を除き、鑑（送付文）を省略

し、ペーパーレス化や学校の負担軽減に努めます。  

⑹専門スタッフ等の配置・連携  

【教師以外が積極的に参画すべき業務：⑦⑧関係】  

【教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務：⑰⑱⑲関係】  

ア．スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及びＩ

ＣＴ支援員を配置して、各学校からの相談体制の整備を図りま

す。  

イ．教職員の事務処理や施設維持管理の負担軽減・効率化を図る

ため、必要に応じて各学校に事務補助員及び用務員を引き続き

配置します。  
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ウ．特別な支援が必要な児童生徒に対し、日常生活や学習活動の

サポートを行うため、引き続き支援員の適正な配置に努めると

ともに、支援員の資質向上を図る研修を実施します。  

⑺業務分担の見直し  

【教師以外が積極的に参画すべき業務：⑪⑫関係】  

【教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務：⑭関係】  

ア．授業の持ち時間数や授業準備にかかる時間などを精査した上

で、授業負担の平準化を図ります。その際、初任者等の経験の

浅い教職員に対して配慮します。  

イ．校内清掃や巡回等、授業の持ち時数以外についても、職員間

輪番等により業務負担の平準化を図ることで、休憩時間の確保

や業務の持ち帰りがない状態を目指します。  

⑻持続可能な部活動運営  

【教師以外が積極的に参画すべき業務：⑬関係】  

生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動は、学習意

欲の向上、連帯感の醸成や体力の向上等に資する教育活動です。

しかし、大会やコンクール等で優秀な成績を収めることのみ重視

した過度な練習は、本来の部活動の趣旨から大きくかけ離れ、生

徒の多様な活動の制限にもつながります。  

町教育委員会は、学校、ＰＴＡ及び関係する諸団体の代表者で

構成する部活動地域移行関係者協議会を令和４年度に設置して、

「学校内で運営されてきた活動を広く地域に開き、地域全体で支

えていくこと」及び「新たな価値を創出し、より豊かで幅広い活

動を可能とする」ため、現状や課題等を踏まえながら、引き続き

部活動の地域展開を進めていきます。  

地域展開が出来るまでは、次に掲げる取組により、生徒の自主

性を育みながら、スポーツ・文化・芸術活動に生涯にわたって関

わっていく生徒を育てられるよう、持続可能な部活動に改善を図

ります。  

ア．休養日や練習時間の適切な管理  

(ｱ)休養日取得の徹底  

ａ．中学校：平日週１日及び土日いずれかを週１日以上（町

内学校での設定日）  

※中学校の特設の部活動を含みます（以下同じ）。  
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※小学校の特設活動も中学校の基準を準用します（以下

同じ）。  

ｂ．平日の休養日１日は児童生徒一斉下校日を利用するなど

して一斉に実施することとしますが、練習施設の確保等の

事情がある場合は、校長の判断で一部の部活動のみ別日に

設定することができることとします。  

ｃ．土・日に大会・コンクール等（遠征・合宿・練習試合・

合同練習会等を含む）が実施される場合は、原則として同

月内の別日に休養日を振り替えます。  

※長期休業中も学期中と同様に設定し、加えてお盆期間

や年末年始の学校閉庁日も休養日とすることを徹底し

ます。  

(ｲ)練習時間上限の徹底  

ａ．練習時間は、平日２時間、学校の休業日３時間としま

す。  

ｂ．平日の大会あるいは土・日の大会・コンクール等（遠

征・合宿・練習試合・合同練習会等を含む）は、上記練習

時間の設定とは別に計画されますが、児童生徒の健康・安

全を第一に考え十分な休養日（振替の休養日を含む）を設

けることを徹底します。また、教職員の健康・安全にも十

分考慮し、特に週休日の遠征・合宿・練習試合・合同練習

会等については、週休日であることを踏まえて、校長が実

施の必要性とともに、期間・場所・内容等を十分精査しま

す。  

※小学校の特設活動については、児童発達段階を十分考

慮し、各学校もしくは町教育委員会が、中学校の練習

時間を参考に適切に設定します。  

(ｳ)大会等への参加の見直し  

ａ．県教育委員会が、競技団体及び芸術文化関係団体等に対

し、教職員の働き方改革の観点からも大会等の精選、スリ

ム化や開催運営の見直しを図るよう要請していることから

も、各学校は、部活動本来の目的や（運動部についてはス

ポーツ医・科学的な観点含む。）児童生徒の健康・安全を

第一に考え、大会等への参加の精選や教員間で引率業務等

を分担します。  
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イ．適切な学校部活動運営のための体制整備  

(ｱ)部活動の活動方針・年間活動計画の作成等  

ａ．中学校は、「学校部活動の在り方に関する方針」に基づ

いた部活動の活動方針を作成し、学校のホームページ等で

公開します。また、各部活動の年間活動計画及び部活動休

養日等を示した毎月の活動計画を作成し、家庭に周知しま

す。  

(ｲ)部活動の設置数の見直しと複数顧問制の拡大  

ａ．中学校は、少子化に伴う生徒数の推移や活動の実態及び

地域の実情等を踏まえ、必要に応じて校内規定等を見直

し、部活動の設置数を精選します。また、１つの部活動に

対する複数の顧問配置により、顧問間で部活動に係る指導

を交替で行うことなど、指導に従事する時間を調整するこ

とを推進します。  

(ｳ)部活動指導員の配置  

ａ．町教育委員会は、学校の教育計画に基づき、校長の監督

を受けて、教職員の負担軽減を図るため、人選については

競技団体等の協力も得ながら、単独で部活動の実技指導及

び大会・コンクール・練習試合等の引率を行うことができ

る部活動指導員の配置に努めます。  

(ｴ)中学校における休日の部活動の地域展開  

ａ．町教育委員会は、県教育委員会と連携して、子どもが将

来にわたりスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむこと

ができる機会を確保し、持続可能で多様な活動環境を整備

するため、国の動向を踏まえながら地域の実情に応じて、

休日における部活動の地域展開の取組を推進します。  

 

２．学校における措置の推進  

⑴教育課程の見直し  

ア．児童生徒一人一人が課題を設定し、主体的に学ぶ機会を確保

するとともに、教員が授業の準備や学習評価にかける時間を確

保するため、各学校では原則、標準授業時数で教育課程を実施

します。  

イ．年度途中（学期末・学年末等）において、計画された授業の

完全実施の見通しが立つ場合は、時間割を変更し教職員の事務
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処理の時間を確保するなど、時間割の柔軟な編成を可能としま

す。  

⑵電話対応時間の制限  

ア．勤務時間外及び週休日等の電話対応業務を軽減するため、次

の時間帯での電話対応に限定します。  

(ｱ)各 学 期 の 平 日：小学校⇒７：３０～１９：００  

中学校⇒７：３０～１９：３０  

(ｲ)長 期 休 業 期 間：各学校の勤務時間による。  

(ｳ)週休日・祝祭日等の休日：電話対応しない。  

(ｴ)緊 急 時 の 連 絡 体 制：各学校において設定する。  

⑶学校不在時の連絡体制  

ア．夜間や早朝または土日祝日に、児童生徒に関することで関係

機関（警察・救急・消防）に連絡する必要がある場合（勤務時

間以外の児童生徒の事件・事故等の緊急時）は、保護者より警

察・救急・消防等の関係機関へ直接連絡します。また、保護者

から学校への連絡は、翌登校日に行います。  

⑷学校施錠時刻の適切な管理等  

ア．各学校は、設定した施錠時刻を超えて業務を行う教員から申

し出があった場合に、管理職は当該教員からあらかじめ書面

（電子書面可）で「業務内容」、「勤務終了予定時刻」等につい

て提出を受け、許可する体制を適切に管理します。  

イ．管理職は、時間外勤務が連続しないよう、また、勤務終了か

ら次の勤務日の勤務開始までの時間が目安１１時間以上となる

よう配慮するなど、教員の勤務時間を適切に管理します。  

⑸上限を上回った場合の事後検証の実施  

ア．各学校においては、時間外勤務時間が月８０時間を超えた教

職員がいる場合、校長は当該職員と面談を行います。また、２

か月連続で超えた場合は、その要因を分析し改善策を検討した

上で、報告書を町教育委員会へ提出するともに、業務分担等必

要な措置を講ずるものとし、町教育委員会は、必要に応じて指

導・助言を行います。  

イ．時間外勤務時間が年３６０時間を超えることのないよう、７

月末までに１８０時間を超えた職員がいた場合、校長は人事評
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価の中間面談等の機会を活用し、当該職員の業務遂行状況等の

確認や注意喚起等を行います。  

 

３．教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組  

町教育委員会は、教職員一人一人が健康な状態で業務に集中でき

るよう、心身の健康と福祉の確保に向けた取組を実施します。  

⑴夏季休業中における学校閉庁日の設定等  

ア．原則として、お盆期間を含めた８／１２～８／１６の５日間

（曜日によらず週休日も含めて）を学校閉庁日と定め、週休日

の振替を優先的に指定するとともに、夏季休暇や年次有給休暇

等の計画的な取得促進を図ります。  

イ．上記の期間中または直後に大会等があり、やむを得ず部活動

を行う必要がある場合には、校長の判断により部活動を実施可

とし、部活動指導に携わった教職員については、別日に休暇日

を設けるようにします。ただし、部活動以外の業務は実施不可

とします。  

ウ．休日である年末年始６日間（１２／２９～翌１／３）の閉庁

を徹底し、管理職も含めた教職員全員がしっかり休める環境を

実現します。  

エ．時差出勤の活用等、柔軟な働き方に関する制度の活用を図り

ます。  

⑵年次有給休暇取得の促進  

ア．教職員は、年次有給休暇の計画的な取得により、仕事と私生

活を両立できる環境の実現を図るため、管理職も含め、１年間

で１２日以上の年次有給休暇の取得を目指します。  

⑶週休日振替の適切な運用  

ア．週休日の振替については、原則、後８週までに行う必要があ

ります。制度上、校務運営上の必要性等により、後８週を超え

て後１８週まで振替が可能ですが、特に大会等の引率により土

日とも振替対象の勤務となるときには、校務に支障がない限り

において各学校は、連続勤務を最小限とすることで教職員の心

身の負担軽減を図るため、２日のうち１日は翌週（または前

週）に週休日の振替を指定できるよう、学校の実態に応じて配

慮します。  

⑷健康管理のための医師による面接指導  
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ア．長時間労働と脳血管疾患・心疾患との関連性が高いことか

ら、時間外勤務が８０時間を超えるなど長時間労働となってい

る教職員に対して、労働安全衛生法に基づく医師よる面接指導

の実施体制を整備し、勤務時間や状況等を適切に把握の上、健

康障害防止に必要な場合には医師による面接指導を実施しま

す。  

⑸定期健康診断等の実施  

ア．全ての教職員を対象に、労働安全衛生法に基づく定期健康診

断（人間ドック等を含む）を実施するともに、精密検査対象と

なった場合は、対象者全員が精密検査を受けるよう努めます。  

イ．詳細な健康状態の把握や疾病の早期発見につなげるため、公

立学校共済組合の事業として人間ドック事業を実施し、積極的

な利用を促します。  

⑹特定健康診査・特定保健指導の実施  

ア．公立学校共済組合（医療保険者）が４０歳以上７５歳未満の

教職員を対象として、高齢者医療の確保に関する法律に基づく

特定健康診査を実施し、生活習慣病のリスクが高い者について

は、生活習慣の見直し等をサポートする特定保健指導を実施し

ます。  

⑺ストレスチェックの実施  

ア．全ての教職員を対象に、労働安衛生法に基づくストレチェッ

クを実施し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐとともに、実施

後の集団分析結果を活用して職場環境の改善を推進します。  

イ．高ストレス者に該当した者のうち、本人からの申し出があっ

た場合は、医師による面接指導を実施し、必要な就業上の措置

を講じることとします。  

⑻心身の健康相談窓口への案内  

ア．教職員の職場や健康等に関する悩みに対応するため、県教育

委員会が設置している教職員相談室等を案内します。  

 

４．その他関連する取組  

⑴勤怠管理システム等による出退勤時間の管理  

ア．各学校は、勤怠管理システム等を用いて、出退勤時間及び時

間外勤務時間を客観的に把握するため、教職員一人一人の正確
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な打刻及び時間外勤務時間から除外する時間の申請の手続きを

徹底します。  

イ．教職員自身が自らの勤務時間に対する意識改革を図るととも

に、管理職や町教育委員会は在校時間を厳正に評価・指導し、

勤務時間・健康管理を意識した働き方改革を推進します。  

ウ．町教育委員会は、各学校の勤怠管理システムによる出退勤時

間を活用した在校時間調査を行っており、適宜結果を町教育委

員会内で情報共有するとともに、労働安全衛生の面から通知や

会議の場で、時間外勤務の是正に関した周知を継続します。  

⑵平日の学校解錠・施錠時刻の適切な設定と遵守  

ア．各学校の解錠・施錠時刻は、学校や地域の実態に応じて教職

員の勤務開始や終了時刻との大きな乖離が生じないよう、勤務

開始時刻前１時間及び勤務終了時刻後２時間以内とするなど、

学校ごとに適切な時刻を設定します。  

イ．設定にあたっては、解錠時刻から施錠時刻まで教職員が業務

に従事すべき・従事させることができる時間として設定される

ものではないことを教職員に理解させるとともに、児童生徒及

び保護者にも年度始め等に周知して、ご理解とご協力を求めま

す。  

ウ．定められた解錠・施錠時刻を遵守するとともに、複数の教職

員が交代で行うことにより、教頭の業務負担軽減を図ります。  

⑶児童生徒一斉下校日の設定と取組の徹底  

ア．各学校は、原則として週に１日の児童生徒一斉下校日を定

め、児童生徒の自主学習時間や地域の活動に参加する時間な

ど、ゆとりのある放課後の時間を確保するとともに、教員自身

が質の高い授業を展開するための研究、研修の時間あるいは効

率的な校務運営のための打合せや会議の時間を確保します。  

⑷教頭の業務負担軽減  

「教員の勤務実態調査」結果から、「時間外勤務時間が月４５

時間を超える教員の割合」は、全ての校種で「教頭」の割合が高

いことが明らかになっています。  

ア．町教育委員会は、本計画の「４  実施する業務量管理・健康

確保措置の内容」の各項目に掲げた改善策において、教頭の長

時間勤務の要因にもなっていると考えられる取組を着実に実施

することより、教頭の業務負担の軽減を推進します。  
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第５  今後のフォローアップについて 

１．地域・保護者への理解の醸成  

⑴町教育委員会は、国及び県教育委員会の動向や関係資料等によ

り、教職員の働き方改革の取組等を町ＰＴＡ連絡協議会と連携し

て保護者に伝え、教職員の働き方改革が急務であることや、学校

への相談等にあたっては、教員の勤務時間等についても配慮をお

願いするなど、地域の方々を含め、引き続き丁寧に伝えていきま

す。  

⑵各学校は、ＰＴＡ総会や学校評議員会等の機会を捉え、教職員の

働き方改革に関する取組を説明し、地域の方々や保護者とどのよ

うな対策が考えられるか対話を通して考え、地域や学校の実態に

応じながら、学校の課題等への改善策等が本計画に適合するもの

となるようにします。  

⑶教職員の長時間勤務や多忙化解消に係る町教育委員会及び各学校

の取組状況については、町ホームページ等を通して、適宜、保護

者や地域住民に情報発信を行っていきます。  

 

２．働き方と勤務の在り方変革事業による伴走支援  

⑴町教育委員会は、各学校の働き方改革推進委員会（既存の運営委

員会や衛生委員会などと兼ねる。各学校で判断します。）で、各

学校の実態に応じた業務改善策を教職員が提案し、全教職員の共

通理解のもと、できるものから実践できるように努めます。  

 

３．勤務実態調査等の実施  

⑴町教育委員会は、取組の着実な実行を図るため、県教育委員会と

連携しながら、「教員の勤務実態調査」及び「本計画の取組状況

調査」により、時間外勤務時間等の状況を把握し、各学校への指

導・助言に活かします。  

 

４．町部局等との連携  

⑴町教育委員会は、総合教育会議において、本計画の改訂や実施状

況等について報告するなど、町部局と緊密に連携しながら取組の

実効性を高めます。  



－ 12 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 13 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


